
資料１ 

さいたま都市計画生産緑地地区の変更について

生産緑地地区の指定状況／

都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況

【議案第４０６号関係】



議案第４０６号 さいたま都市計画生産緑地地区の変更について 

１ 生産緑地地区の指定状況 

  都市計画変更前のさいたま市全体の地区数及び面積 

   １，２７３地区  約３０２．７３ｈａ 

今回変更する地区数及び面積 

地区数  １２地区減 

面積   約４．１０ｈａ減 

都市計画変更後のさいたま市全体の地区数及び面積 

   １，２６１地区  約２９８．６３ｈａ 

２ 都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）対象（地区）  

さいたま市全域 

（２）縦覧の期間及び縦覧者数 

縦覧の告示 令和３年１０月８日 

縦覧及び意見書の 

提出期間 

令和３年１０月８日から 

令和３年１０月２２日まで 

縦覧者数 なし 

（３）意見書の提出状況 

なし


